
昭
和
二
十
一
年
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
商
工
省
・
運
輸
省
令
第
一
号

会
社
経
理
応
急
措
置
法
施
行
規
則

会
社
経
理
応
急
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
や
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
会
社
経
理
応
急
措
置
法
（
以
下
単
に
法
と
い
ふ
。
）
第
一
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
は
、

左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
主
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
会
社
の
営
む
主
な
事
業

四
　
法
第
一
条
第
一
項
第
一
号
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
適
用
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

五
　
法
第
一
条
第
二
項
の
期
間
経
過
後
に
申
請
す
る
場
合
に
は
、
期
間
経
過
後
に
申
請
し
よ
う
と
す
る
事
由

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
、
会
社
の
株
主
、
社
員
又
は
債
権
者
の
請
求
に
基
い
て
申
請
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
外
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
前
項
の
申
請
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二
　
請
求
者
が
会
社
の
株
主
又
は
社
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
時
（
以

下
単
に
指
定
時
と
い
ふ
。
）
に
お
い
て
請
求
者
の
有
す
る
株
式
の
額
面
金
額
又
は
出
資
金
額

三
　
請
求
者
が
会
社
の
債
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
時
に
お
い
て
請
求
者
の
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の

金
額

四
　
請
求
者
の
会
社
に
対
す
る
請
求
の
要
旨

第
一
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

二
　

近
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
試
算
表

三
　
既
に
交
付
を
受
け
た
会
社
経
理
応
急
措
置
法
施
行
令
（
以
下
単
に
令
と
い
ふ
。
）
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る

戦
時
補
償
金
等
（
以
下
単
に
戦
時
補
償
金
等
と
い
ふ
。
）
の
内
訳
明
細
書

四
　
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
戦
時
補
償
金
等
の
請
求
権
の
内
訳
明
細
書

五
　
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
令
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
在
外
資
産
の
内
訳
明
細
書

六
　
所
有
有
価
証
券
の
明
細
書

七
　
金
融
機
関
経
理
応
急
措
置
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
対
す
る
預
金
等
に
つ
き
、
金
融
緊
急
措

置
令
施
行
規
則
第
一
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
封
鎖
預
金
等
及
び
第
二
封
鎖
預
金
等
の
明
細
書

八
　
指
定
時
に
お
け
る
債
権
及
び
債
務
に
関
す
る
明
細
書

九
　
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
積
立
金
の
内
訳
明
細
書

十
　
帳
簿
価
額
を
以
て
記
載
し
た

近
の
財
産
目
録

第
二
条
　
法
第
一
条
第
三
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
申
請
書

を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
会
社
の
営
む
主
な
事
業

四
　
法
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
つ
て
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

五
　
法
第
一
条
第
三
項
の
期
間
経
過
後
に
申
請
す
る
場
合
に
は
、
期
間
経
過
後
に
申
請
し
よ
う
と
す
る
事
由

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
三
条
　
法
第
一
条
第
六
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
日
本
銀

行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
会
社
の
営
む
主
な
事
業

四
　
会
社
が
法
第
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
す
る
旨
の
説
明

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

前
項
の
届
書
に
は
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
及
び
損
益
計
算
書

二
　

近
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
試
算
表

三
　
所
有
有
価
証
券
の
明
細
書

第
四
条
　
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
旧
勘
定
の
み
を
設
け
た
特
別
経
理
会
社
（
清
算
又
は
破
算
の
手
続

中
の
会
社
を
除
く
。
）
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
の
承
認
を
受
け
る
期
間
の
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
特
別
経
理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事

務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
期
間
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
事
由

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
六
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
公
証
人
の
認
証
を
受
け
る
期
間
の
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
特

別
経
理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経

て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
期
間
の
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
事
由

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
六
条
の
二
　
法
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
、
会
社
財
産
の
新
勘
定
か
ら
旧
勘
定
へ
の
振
替
の
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
特
別
経
理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の

他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
会
社
の
営
む
主
な
事
業

四
　
新
勘
定
か
ら
旧
勘
定
に
振
り
替
へ
る
会
社
財
産
の
種
類
及
び
帳
簿
価
額

五
　
振
り
替
へ
ら
れ
る
会
社
財
産
を
新
勘
定
に
お
い
て
運
営
す
る
場
合
に
は
そ
の
運
営
の
計
画

六
　
振
り
替
へ
ら
れ
る
会
社
財
産
の
上
に
指
定
時
以
前
に
存
し
た
担
保
権
の
種
類
、
金
額
及
び
債
権
者
の
住
所
、

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

七
　
振
り
替
へ
ら
れ
る
会
社
財
産
の
上
に
指
定
時
以
後
担
保
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
担
保
権
の
種

類
、
金
額
及
び
債
権
者
の
住
所
、
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

八
　
振
り
替
へ
を
必
要
と
す
る
事
由

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
六
条
の
三
　
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
左
に
掲
げ
る
も
の
は
旧
勘
定
に
所
属
せ
し
め
る
。

一
　
旧
勘
定
に
属
す
る
株
式
又
は
債
権
に
係
る
新
株
の
引
受
権
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
譲
渡
し
て
得
た
資
産

二
　
旧
勘
定
に
属
す
る
株
式
又
は
債
権
に
係
る
企
業
再
建
整
備
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
る
金
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

三
　
旧
勘
定
に
属
す
る
株
式
に
係
る
配
当
金

第
七
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
旧
勘
定
に
所
属
す
る
財
産
の
管
理
の
た
め
に
生
じ
た
債
権

に
つ
い
て
、
新
勘
定
か
ら
弁
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社

は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

1



二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
新
勘
定
か
ら
弁
済
し
よ
う
と
す
る
債
権
の
金
額
及
び
そ
の
内
容

四
　
新
勘
定
か
ら
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旧
勘
定
に
所
属
す
る
財
産
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
毎
月
の
所
要
見
込
金
額

二
　
爾
後
一
ケ
月
間
に
お
け
る
旧
勘
定
の
収
入
及
び
支
出
の
見
込

第
八
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
解
散
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社
は
、
左

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金

三
　
会
社
の
営
む
主
な
事
業

四
　
解
散
を
必
要
と
す
る
事
由

五
　
解
散
に
伴
ふ
会
社
財
産
の
処
分
及
び
残
余
財
産
の
分
配
の
方
法

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
解
散
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
録
又
は
之
に
準
ず
べ
き
も
の
の
謄
本

二
　
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

三
　
時
価
を
以
て
記
載
し
た

近
の
財
産
目
録

四
　
所
有
有
価
証
券
の
明
細
表

第
九
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
合
併
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社
は
、
左

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
す
る
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
合
併
す
る
会
社
の
目
的
並
び
に
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
因
り
設
立
す
る
会
社
の
住
所
及
び
商
号

四
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
因
り
設
立
す
る
会
社
の
目
的
並
び
に
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

五
　
合
併
の
時
期
及
び
方
法

六
　
合
併
を
必
要
と
す
る
事
由

七
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会
社
の
事
業
の
大
要

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二
以
上
の
特
別
経
理
会
社
が
合
併
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
承
認
申
請
書
は
、
各
特
別
経
理

会
社
の
連
名
を
も
つ
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
の
謄
本

二
　
合
併
契
約
書
の
謄
本

三
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会
社
の
定
款
並
び
に
事
業
計
画
明
細
書
及
び
事
業
収
支

目
論
見
書

四
　
合
併
す
る
会
社
の
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

第
十
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
組
織
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社

は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
組
織
変
更
の
方
法

四
　
組
織
変
更
後
の
会
社
の
種
類
及
び
そ
の
資
本
金
額

五
　
組
織
変
更
を
必
要
と
す
る
事
由

六
　
組
織
変
更
後
の
会
社
の
事
業
の
大
要

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
織
変
更
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
の
謄
本

二
　
定
款

第
十
一
条
　
削
除

第
十
二
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
資
本
減
少
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社

は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
現
在
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
資
本
減
少
の
時
期
及
び
金
額

四
　
資
本
減
少
の
方
法

五
　
資
本
減
少
を
必
要
と
す
る
事
由

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
資
本
減
少
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
の
謄
本

二
　
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

三
　

近
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
試
算
表

第
十
三
条
　
令
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
の
選
任
に
つ
き
異
議
を
申
し
立
て
よ
う
と
す
る

者
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
異
議
申
立
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、

主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
別
管
理
人
の
属
す
る
会
社
の
住
所
及
び
名
称

二
　
特
別
管
理
人
の
属
す
る
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
異
議
申
立
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

四
　
指
定
時
に
お
い
て
異
議
申
立
者
の
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
金
額

五
　
異
議
申
立
の
要
旨

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
十
四
条
　
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
の
選
任
に
つ
き
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
特

別
経
理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所

を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
現
在
の
特
別
管
理
人
全
員
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
に
関
す
る
履
歴
及
び
会
社
と
の
関
係

四
　
特
別
管
理
人
を
増
員
し
、
又
は
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
又
は
債
権
者
で
な
い
者
を
特
別
管
理
人
に
選

任
し
よ
う
と
す
る
事
由

五
　
選
任
し
よ
う
と
す
る
特
別
管
理
人
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
に
関
す
る
履
歴
及
び
会
社
と
の
関
係

令
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
、
会
社
の
株
主
、
社
員
又
は
債
権
者
の
請
求
に
基
い
て

申
請
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
外
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
項
の
申

請
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名

二
　
請
求
者
が
会
社
の
株
主
又
は
社
員
で
あ
る
場
合
に
は
指
定
時
に
お
い
て
請
求
者
の
有
す
る
株
式
の
額
面
金
額

又
は
出
資
金
額

三
　
請
求
者
が
会
社
の
債
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
時
に
お
い
て
請
求
者
の
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の

金
額

四
　
請
求
者
が
令
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
会
社
に
提
出
し
た
文
書
の
謄
本
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第
十
五
条
　
令
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
主
務
大
臣
が
特
別
管
理
人
を
選
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
旨

を
特
別
経
理
会
社
に
通
知
す
る
と
共
に
、
選
任
を
証
す
る
書
面
を
当
該
特
別
管
理
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
た
特
別
管
理
人
が
、
正
当
な
事
由
に
よ
り
そ
の
任
務
を
辞
さ
う
と
す
る
と

き
に
は
、
事
由
を
附
し
て
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
選
任
せ
ら
れ
る
特
別
管
理
人
の
報
酬
は
、
主
務
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
六
条
　
令
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
に
つ
い
て
、
異
議
を
申
し
立
て
よ
う
と
す
る
者

は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
異
議
申
立
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
別
管
理
人
の
属
す
る
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
特
別
管
理
人
の
属
す
る
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
異
議
申
立
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

四
　
異
議
の
申
立
者
が
特
別
管
理
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
社
と
の
関
係

五
　
異
議
の
申
立
者
が
会
社
の
株
主
又
は
社
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
時
に
お
い
て
請
求
書
の
有
す
る
株
式
の

額
面
金
額
又
は
出
資
金
額

六
　
異
議
申
立
者
が
会
社
の
債
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
時
に
お
い
て
申
立
者
の
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債

権
の
金
額

七
　
異
議
申
立
の
要
旨

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
十
七
条
　
令
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
特
別
管
理
人
の
選
任
に
つ
き
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
別
経

理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
別
管
理
人
選
任
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の

事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
現
在
の
特
別
管
理
人
全
員
の
住
所
、
氏
名
及
び
会
社
と
の
関
係

四
　
特
別
管
理
人
の
欠
員
と
な
つ
た
事
由

五
　
特
別
管
理
人
の
補
充
の
で
き
な
い
事
由

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
十
八
条
　
法
第
十
七
条
第
五
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
別
経
理
会
社
は
、
同
条
同
項
に
規
定
す
る
届
出
事
項

を
記
載
し
た
書
類
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
九
条
　
特
別
経
理
会
社
は
、
令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
主
務
大
臣
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
定
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務
所
を
経

て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
当
該
特
別
管
理
人
の
住
所
及
氏
名
及
び
会
社
と
の
関
係

四
　
特
別
管
理
人
た
る
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
報
酬
金
額

五
　
当
該
事
項
に
関
す
る
特
別
管
理
人
と
特
別
経
理
会
社
と
の
協
議
の
経
過
及
び
そ
の
結
果

六
　
当
該
事
項
に
関
す
る
特
別
管
理
人
と
特
別
経
理
会
社
と
の
意
見
の
重
要
な
相
違
点

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
十
条
　
特
別
経
理
会
社
の
特
別
管
理
人
は
法
第
十
九
条
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
主
務
大
臣
の
裁
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
定
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の
事
務

所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
特
別
管
理
人
全
員
の
住
所
、
氏
名
及
び
会
社
と
の
関
係

四
　
主
務
大
臣
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
の
大
要

五
　
当
該
事
項
に
関
す
る
特
別
管
理
人
の
討
議
の
経
過
及
び
そ
の
結
果

六
　
当
該
事
項
に
関
す
る
各
特
別
管
理
人
の
意
見
及
び
そ
の
重
要
な
相
違
点

七
　
其
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
財
産
の
処
分
に
つ
き
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
特
別
経
理
会
社
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
日
本
銀
行
の
本
店
、
支
店
そ
の
他
の

事
務
所
を
経
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
社
の
住
所
及
び
商
号

二
　
会
社
の
資
本
金
額
及
び
払
込
資
本
金
額

三
　
特
別
管
理
人
の
選
任
さ
れ
て
い
な
い
事
由

四
　
処
分
し
よ
う
と
す
る
財
産
の
種
類
及
び
そ
の
財
産
目
録
に
記
載
し
た
価
額

五
　
財
産
処
分
の
方
法

六
　
財
産
を
譲
渡
又
は
賃
貸
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
又
は
賃
貸
の
相
手
方
並
び
に
譲
渡
価
額
又
は
賃

貸
料

七
　
財
産
を
質
権
又
は
抵
当
権
の
目
的
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
質
権
又
は
抵
当
権
に
よ
つ
て
担
保
せ

ら
れ
る
債
権
の
債
権
者
及
び
債
権
額

八
　
当
該
財
産
の
処
分
に
よ
つ
て
得
べ
き
資
金
の
使
途

九
　
当
該
財
産
の
処
分
を
必
要
と
す
る
事
由

十
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
十
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
つ
て
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
主
務
大
臣
連
名
宛
に
、
主

務
大
臣
の
数
に
二
を
加
へ
た
数
に
相
当
す
る
通
数
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旧
昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
百
五
十
七
号
第
一
条
ノ
二
に
規
定
す
る
指
定
会
社
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
乃
至
第
十

二
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
、
英
文
四
通
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
社
の
提
出
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
「
制
限
会
社
」
と
朱
書
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
別
表
の
様
式
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
一
年
一
一
月
七
日
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
商
工
省
・
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
企
業
再
建
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
二
九
日
法
務
庁
・
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
商
工
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
会
社
経
理
応
急
措
置
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三

の
規
定
は
、
昭
和
二
十
一
年
八
月
十
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
六
月
三
〇
日
法
務
府
・
大
蔵
省
・
厚
生
省
・
農
林
省
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
命
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
別
表
）

（

別 

表

） 
 

 

用

紙

の

大

さ

は

日

本

標

準

規

格 

Ｂ

列

八

番

に

よ

る

も

の

と

す

る 
 

 
 

 

（

表 

面

） 
  

第 
 

 
 

号 
 

 

官 
 

氏 
 

 

名 
   

会

社

経

理

応

急

措

置

法

に

基

く

検

査

証 
   

 
 

 
 

 
 

 

省 
 

印 
  

昭

和 
 

年 

月 

日

交

付 
 

省 
    

（

裏 

面

） 
 

会
社
経
理
応
急
措
置
法
第
二
十
五
条 

主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る 

 

と
き
に
は
、
特
別
経
理
会
社
に
対
し
て
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で 

 

き
る
。 

 
 

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に 

は
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
し
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
官
吏
に
帳
簿 

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
当
該
官
吏
に
検
査
さ
せ
る
と
き
に 

は
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
さ
せ
な 

け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

会
社
経
理
応
急
措
置
法
第
三
十
二
条 

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

を
せ
ず
、
又
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一 

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
同
項
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
又
は
忌
避
し 

た
者
も
同
様
で
あ
る
。 

様
式 
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